
 

 

 

 ４ 愛 緑 推 第 １ ４ ６ 号 

令 和 ５ 年 ３ 月 吉 日 

 

緑の募金ご協力企業・団体緑の募金ご協力企業・団体緑の募金ご協力企業・団体緑の募金ご協力企業・団体    様様様様    
 

                  公益社団法人愛知県緑化推進委員会 

理事長 古 本 伸一郎 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度「緑の募金」運動の実施について（依頼） 

 

 緑化運動の推進につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。 
 

 さて、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づく緑の募金運動は、春期

の活動を開始する時期となりました。 

 本委員会としましては、関係機関、緑の募金団体等との連携のもとに、「多様な緑に育ま

れる豊かなあいち」を目指した緑化の推進に努めてまいりたいと考えております。 
 

 つきましては、下記のとおり「緑の募金」運動を実施いたしますので、この活動が一層円

滑に推進できますよう貴職の格別なご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 

 なお、市町村緑の募金団体でも募金の協力依頼を行っております。重複でのご依頼になり

ましたら、ご容赦ください。 
 

記 
 

１ 募 金 期 間      春期：４月１日～ ５月３１日（家庭募金・職場募金等を中心に実施） 

秋期：９月１日～１０月３１日（企業募金・職場募金等を中心に実施） 

２ 募金の使途 森林の整備、緑化の推進、国際的な緑化の推進等 

３ 募金の納入方法 ご協力いただきました募金は、下記のいずれかの口座へお振り込みいた

だきますようお願いいたします。    
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三菱ＵＦＪ銀行三菱ＵＦＪ銀行三菱ＵＦＪ銀行三菱ＵＦＪ銀行 

愛知県庁出張所 普通預金 １１００２０２ 

ミドリノボキン（シャ）アイチケンリョッカスイシンイインカイ 

緑の募金 公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 
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ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行    

郵便振替口座 ００８７０－６－６０３９９ 

公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 

 
※詳しくは「『緑の募金』のお預かり方法について」をご覧ください。 

※振込用紙等が必要な場合はご連絡ください。  

４  そ の 他      募金期間内の「緑の羽根」の積極的な胸着をお願いいたします。 

 

 

 
 



 

 

    

 

     
１．お振り込みの場合は、下記のいずれかの口座へお願いいたします。なお、振込用紙等が

必要な場合はご連絡ください。 

また、お手数ですが、別紙「ＦＡＸ送信票」に所要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは

Ｅメールにて送信していただきますと幸いです。（送信先：info@midori-aichi.jp） 
 

２．現金による納付の場合は、集まった募金とご担当者様の連絡先（名刺等）を添えて、当

委員会までお持ちくださいますようお願いいたします。 

後日領収書をお送りさせていただきます。 
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金 融 機 関 三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 口 座 番 号 普通預金 １１００２０２ 

口 座 名 義 
ミドリノボキン（シャ）アイチケンリョッカスイシンイインカイ 

緑の募金 公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 

手 数 料 等 
専用の振込用紙または､ＡＴＭを利用した三菱ＵＦＪ銀行からの振込手数料は無料です｡ 

※※※※硬貨硬貨硬貨硬貨がががが１０１０１０１０００００枚枚枚枚をををを超超超超えるえるえるえる場合場合場合場合はははは、、、、大量硬貨取扱手数料大量硬貨取扱手数料大量硬貨取扱手数料大量硬貨取扱手数料がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります    
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２ 

金 融 機 関 ゆうちょ銀行（郵便振替口座） 口 座 番 号 ００８７０－６－６０３９９ 

口 座 名 義 公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 通 信 欄 「緑の募金」とご記入ください 

手 数 料 等 

青色の払込取扱票を利用して、郵便局郵便局郵便局郵便局・・・・ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行のののの窓口窓口窓口窓口でででで「「「「手数料免除手数料免除手数料免除手数料免除のののの振込振込振込振込ですですですです」」」」とととと

おおおお知知知知らせらせらせらせしていただきますと、振込手数料・大量硬貨取扱手数料が不要になります。 

窓口備え付けの青色の払込取扱票もご利用いただけます。 
 
※※※※ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭやゆうちょダイレクトをごやゆうちょダイレクトをごやゆうちょダイレクトをごやゆうちょダイレクトをご利用利用利用利用のののの場合場合場合場合はははは手数料手数料手数料手数料がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

募集期間 

 募金活動の期間 納期限 備考 

春 期 4 月 1 日から 5 月 31 日 7 月 31 日まで 
その他の期間も随時受け付けております 

秋 期 9 月 1 日から 10 月 31 日 12月31日まで 
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募集期間、寄附の受け入れ方法等は、市町村等緑の募金団体により異なります。 

詳しくは、お近くの市町村等緑の募金団体へお問い合わせください。 

 

②②②②    市町村等緑の募金団体への寄附の場合市町村等緑の募金団体への寄附の場合市町村等緑の募金団体への寄附の場合市町村等緑の募金団体への寄附の場合 

①①①①    公益社団法人愛知県緑化推進委員会への寄附の場合公益社団法人愛知県緑化推進委員会への寄附の場合公益社団法人愛知県緑化推進委員会への寄附の場合公益社団法人愛知県緑化推進委員会への寄附の場合 

「「「「緑緑緑緑のののの募金募金募金募金」」」」のおのおのおのお預預預預かりかりかりかり方法方法方法方法についてについてについてについて 



FAX:052FAX:052FAX:052FAX:052 ---- 963963963963 ----8491849184918491         
EEEEメールメールメールメール    info@midoriinfo@midoriinfo@midoriinfo@midori----aichi.jpaichi.jpaichi.jpaichi.jp    

    

((((公社公社公社公社))))愛知県緑化推進委員会愛知県緑化推進委員会愛知県緑化推進委員会愛知県緑化推進委員会    行行行行    

ＦＡＸ送信票 
送付文は不要です。本書のみ送信してください    

 

Ⅰ ご連絡先 フ リ ガ ナ  

 

企業・団体名     

 

所 在 地 

〒    － 

 
電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

 
Ｅ メ ー ル  

 
担当部署名  担当者氏名  

 

Ⅱ 確認事項 お手数ですが、該当する物へ ○ の記入をお願いします 回 答 欄 

 領収書の発行は必要ですか 必要 不要 

 当委員会ホームページに企業・団体名称を掲載してよろしいですか はい いいえ 

 
【合計１万円以上のご寄附をいただいた場合】 

当委員会のリーフレットに企業・団体名称を掲載してよろしいですか 
はい いいえ 

 
【合計３万円以上のご寄附をいただいた場合】 

「緑の募金協力プレート」をお受け取りいただけますか 
必要 不要 

 

確認事務を円滑に行うため、差し支えなければご記入ください。（見込みでも結構です） 
 

 企 業 募 金 職 場 募 金 

ご協力いただける金額 円 円 

入金予定日 年   月   日 年   月   日 
 

 

Ⅲ その他 

連絡事項 

・領収書のあて名がご連絡先と異なる場合はご記入ください。 

・屋号等ご連絡先と異なる名称を掲載する場合はご記入ください。 

・ＰＲグッズ、緑の羽根等の資材のご要望があれば種類と数量をご記入ください。 

 

    

 

 この個票は、当委員会ご協力企業等名簿作成に使用させていただきます。 WWWWebebebeb    
 



     
 愛知県緑化推進委員会及び市町村緑の募金団体へ「緑の募金」として多額のご寄附をしていただいた

皆様に感謝の意を表するため、感謝状等を贈呈しております。 
 

     

区分 
緑の募金 

協力プレート 

愛知県緑化推進委員会 

会長感謝状 

 

 

 

 

緑の募金協力プレート 

（イメージ） 

個人 
 

10万円以上 

団体 3万円以上 20万円以上 

 
 （注）① 同一の個人又は団体から同一年度内に２回以上の寄付があった場合には、 

その合計額をもって寄付の額とする。 
 

    
 

区分 
国土緑化推進機構 

理事長感謝状 

林野庁長官 

感謝状 

農林水産大臣 

感謝状 
紺綬褒章 

個人 
30万円以上 

100万円未満 

100万円以上 

500万円未満 
500万円以上 紺綬褒章等の授与基準

（昭和55年11月28日閣

議決定）による 団体 
50万円以上 

200万円未満 

200万円以上 

1,000万円未満 
1,000万円以上 

 
（注）① 同一の個人又は団体から同一年度内に２回以上の寄付があった場合には、 

その合計額をもって寄付の額とする。 

② 同一の個人又は団体から２～３年間連続して寄付があった場合には、 

２～３年目の寄付の額はその合計額とする。 

 

     

 
 
３００円以上のご協力につき1個ＰＲグッズをさし上げます。 

「ＦＡＸ送信票」の「Ⅲ その他連絡事項」へご希望のグッズの

種類と数量をご記入ください。 

 

その他のグッズや在庫状況など、詳しくはホームページをご覧

ください。 

 

http://www.midori-aichi.jp/bokin_goods_top/ 

 

 

 
 

ご希望の資材がございましたら、「ＦＡＸ送信票」の「Ⅲ その他連絡事項」へ種類と数量をご記入ください。 
 

緑の羽根 常設募金箱 その他 

・緑の羽根（針式） 

・緑の羽根（シール式） 

・紙製募金箱 

・アクリル製募金箱 など 

・リーフレット 

・ポスター 

・卓上のぼり など 
 

「緑の募金」顕彰制度 

愛知県緑化推進委員会「緑の募金」感謝状等贈呈基準愛知県緑化推進委員会「緑の募金」感謝状等贈呈基準愛知県緑化推進委員会「緑の募金」感謝状等贈呈基準愛知県緑化推進委員会「緑の募金」感謝状等贈呈基準 

国土緑化推進機構「緑の募金」感謝状等贈呈基準国土緑化推進機構「緑の募金」感謝状等贈呈基準国土緑化推進機構「緑の募金」感謝状等贈呈基準国土緑化推進機構「緑の募金」感謝状等贈呈基準 

「緑の募金」ＰＲグッズ・資材に関するご案内 

① 「緑の募金」ＰＲグッズ 

② 「緑の募金」資材 


